
1 

 

  令和 5 年 6 月 2 日改訂         

一般社団法人 富士見パノラマリゾート 

 

 

土砂災害の恐れがある場合の休所基準や避難について 

（土砂災害特別警戒区域等における避難計画から抜粋） 

 

 

 

1）施設が有する災害リスク 

土砂災害特別警戒区域/土砂災害警戒区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市八ケ岳少年自然の家 
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2）当事業所においての体制別警戒レベル表（3 段階） 

 判断基準 業務内容 

1. 注意体制 土石要因接近が予測される場合 情報収集 

2. 警戒態勢 警報発令 情報収集 

避難準備 

３.非常事態体制 所内緊急事態宣言 

土砂災害警報発令 

関連施設連絡 

情報収集・連絡 

避難誘導 

救護 

 

3）事前休業処置基準と伝達告知方法 

・事前休業判断基準 

次に掲げるいずれかに該当する場合、現状把握に努め、利用者の安全・安心や施設 

運営が困難と判断する場合は、「自然災害等に伴う休所に関する基本的な考え方」 

に基づき、青少年支援室に対し報告し、協議を行うこととする。 

○概ね１週間以上継続的に降雨が続く場合 

○台風等の影響による大雨警報の発令 

○高齢者等避難の発令 

○土砂災害警戒情報の発表が予測される場合 

○長野県諏訪地域に特別警報又は暴風警報の発表の可能性が予測される場合 

 

・休業決定時の利用予定者に対する伝達事項 

事前休業処置が行われた場合は、利用者予定に対する周知のため、ホームページに 

て告知及び利用申請書を元に利用予定者へ電話またはメールにて連絡をする。 

 

4）事前休業判断時の滞在者への対応 

・既に入所している利用者に対しては速やかに退所の指示をする。 

 

5）第一次避難先の選定基準 

・富士見町防災ガイドブックによる「土砂災害ハザードマップ」で指定する広原地区の

第一次避難場所のジュネス体育館を第一次避難場所とする。 

 

6）所内・屋内安全確保の基準 

・所内の移動については土砂災害の危険が予想されるエリアを避け移動を行う。 

・避難誘導においては各部屋、浴室等に利用者がいないかを速やかに確認する。 

・避難後は利用者の安否状況の確認を行う。  
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7）土砂災害事前事中情報入手先 

天気予報    ：気象庁｜気象警報・注意報 (jma.go.jp) 

インターネット、テレビ 

雨量情報    ：富士見町の雨量状況 - 富士見町ホームページ (fujimi.lg.jp) 

土砂災害警戒情報：富士見町の雨量状況 - 富士見町ホームページ (fujimi.lg.jp) 

告知放送、町防災無線、 

第一次避難情報 ：富士見町の雨量状況 - 富士見町ホームページ (fujimi.lg.jp) 

告知放送、町防災無線、LCV 

 

8）回避行動準備 

富士見町防災ガイドブック「防災気象情報」の情報発信を確実に入手確認し、警報レ

ベルに達する前に回避行動準備を開始する。  

○情報入手確認方法 

・「防災気象情報」とは気象庁が発信する「大雨による注意・警報・特別警報」「土砂

災害警戒情報」「記録的短時間大雨情報」などとし、確実に入手する。  

・防災行政無線による情報を聴き取る。  

・周辺地域の様子を調査する。  

・前日の気象庁発信の天気図、気象予想図を入手し印刷または情報共有する。 

以下富士見町防災ガイドブック（土砂災害ハザードマップ）に準じて予見する。 
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9）土砂災害事前情報予見による低減行動 

・土砂特別警戒区域内施設 A（鳥の棟 山の棟 、ワーキングホール）での利用者に対 

し、予め避難ルート避難場所、避難手順について説明を行う。 

・土砂災害警戒区域内施設 B（花の棟、星の棟、村の棟、センターハウス等）での利用 

者に対し、予め避難ルート避難場所、避難手順について説明を行う。  

・所長は緊急事態宣言を職員全員に発令し、このマニュアルに沿って対処する。 

 

（重要） 町からの情報前に土砂災害の発生の危険が高まり前兆となる現象を確認した

場合、所長の指示により安全な場所へ避難（回避）行動を開始する。 

 

10）緊急事態宣言発令による回避行動・避難経路・避難方法 

・ A 対象者は緊急避難場所優先順位を 山の棟利用者は ①花の棟玄関 鳥の棟利用者

は ①鳥の棟玄関から、速やかに②センターハウス内食堂「甲斐駒」への移動後、最

善の移動手段によって第一次避難所ジュネス体育館に避難誘導をする。第一次避難場

所への移動が困難な場合は境地区第一次避難所の境小学校に避難誘導する。 

移動手段については高齢者、幼児（保護者）、障害者（介助者）は避難道路の安全

が確認できしだい優先的に車両を使い移動を行う。 

 

・B 対象者は緊急避難場所優先順位を 花の棟利用者は ①花の棟玄関 ②センターハ

ウス内食堂「甲斐駒」への移動、村の棟利用者は ①村の棟ロビー 星の棟利用者は

①星の棟ロビーへ移動後、最善の移動手段によって第一次避難所ジュネス体育館に避

難誘導をする。第一次避難場所への移動が困難な場合は境地区の第一次避難所の境小

学校に避難誘導する。 

移動手段については高齢者、幼児（保護者）、障害者（介助者）は避難道路の安全

が確認できしだい優先的に車両を使い移動を行う。 

 

・現場責任者は、土石流の予兆が確認された場合、その土石、流水の方向と量から土石

流出方向を見定め、垂直移動か谷下手への移動かを指揮する。土砂災害警戒区域の方

向はワーキングホールからセンターハウスに向けての直線であるため、ワーキングホ

ール北側からの土石発生の場合はセンターハウス移動が難しい場合は、危険区域外の

第二駐車場・アストロハウスを活用する。ただし、第二駐車場から下部への道路が使

用できない事態では定めるところではない。 

 

11）避難に必要な表示 

・現在地や避難ルートの確認が行えるよう各宿泊棟に屋内外の土砂災害時における第一

次避難場所のマップ掲示を行う。 
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川崎市八ケ岳少年自然の家 敷地図 避難経路図 
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